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貸借対照表(2025年3月31日現在)

[単位：円]

科    目 金    額 科    目 金    額

[流動資産] [1,606,236,839] [流動負債] [945,092,529]

  現金及び預金 860,241,340   買掛金 791,399,655

 売掛金 696,465,325   未払金 30,143,385

 貯蔵品 43,447,590   未払費用 39,353,657

 前払費用 4,980,475  未払消費税 20,859,524

 立替金 1,102,109   未払法人税等 52,735,200

  預り金 906,108

 賞与引当金 9,695,000

[固定資産] [949,134,966] [固定負債] [630,188,567]

 (有形固定資産) (880,646,055)   長期借入金 620,000,000

  建物 45,456,696   役員株式給付引当金 6,463,407

  建物附属設備 31,785,156   株式給付引当金 3,725,160

  構築物 9,235,232

  機械装置 51,177,339 負 債 合 計 1,575,281,096

  工具 257

  器材(金属) 263,063 科    目 金    額(円)

  備品 1,511,270 [株主資本] 〔980,090,709〕

  土地 741,217,042 〔資本金〕 〔100,000,000〕

〔資本剰余金〕 〔20,210,117〕

 (無形固定資産) (68,488,911)  (資本準備金) (10,210,117)

  ソウトウェア 30,445,411   (資本等減少差益) (10,000,000)

 ソフトウェア仮勘定 38,043,500

〔利益剰余金〕 〔859,880,592〕

利益準備金 14,789,883

繰越利益剰余金 845,090,709

    〔当期純利益〕 〔180,039,688〕

純 資 産 合 計 980,090,709

資  産  合  計 2,555,371,805 負 債・純 資 産 合 計 2,555,371,805
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資  産  の  部 負 債 の 部

純 資 産 の 部



株式会社 長谷工ナヴィエ

1、重要な会計方針

  (1)有価証券の評価基準及び評価方法

    関連会社株式について移動平均法による原価法を採用

  (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

   貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法を採用

     (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

     (3)固定資産の減価償却の方法

    有形固定資産については定率法を採用

     ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び

     構築物については定額法を採用。

    無形固定資産については定額法を採用

    (4)引当金の計上基準

    賞与引当金・・・支給見込額を計上

    役員株式給付引当金・・・役員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち

                                   当事業年度に負担すべき額を計上

 株式給付引当金・・・従業員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上

    (5)収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

          履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりである。

         （リース事業）

         （搬送事業）

    (6)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

         グループ通算制度の適用

         グループ通算制度を適用しております。

個 別 注 記 表

          建設仮設資材を顧客に貸し付けることを履行義務としている。時の経過に基づき、
          履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたって収益認識をしている。対価については
          月締めで概ね１ヶ月以内に受領している。

          顧客の指示に基づき、搬送のサービスを提供することを履行義務としている。業務の完了に基づ
          いて履行義務が充足されると判断しており、対価については、業務量に応じて、月締めで収益と
           して認識している。対価については、履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に受領している。


